
 
広
島
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
細
則
」
と

い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
及

び
修
業
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

家
畜
の
種
類 

 
 

牛 

二 

講
習
会
な
ど
の
日
時 

 

１ 

講
習
会 

 
 
 

令
和
六
年
七
月
八
日
（
月
）
か
ら
八
月
七
日
（
水
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
） 

 

２ 

修
業
試
験 

 
 
 

令
和
六
年
八
月
八
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

三 

講
習
会
な
ど
の
場
所 

 

１ 

講
習
会 

㈠ 

講
義 

広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
（
庄
原
市
是
松
町
五
五
番
一
号
） 

広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
畜
産
技
術
セ
ン
タ
ー
（
庄
原
市
七
塚
町
五
五
八
四
番
） 

㈡ 

実
習 

 
 
 
 

広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
畜
産
技
術
セ
ン
タ
ー
（
庄
原
市
七
塚
町
五
五
八
四
番
） 

 

２ 

修
業
試
験 

 
 
 

広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
（
庄
原
市
是
松
町
五
五
番
一
号
） 

四 

講
習
科
目 

 

１ 

学
科 区

分 

科

目 

時

間

数 

 

畜
産
概
論 

四 

 

家
畜
の
栄
養 

三 

一
般
科
目 

家
畜
の
飼
養
管
理 

三 

 

家
畜
の
育
種 

七 

 

関
係
法
規 

五 

 

生
殖
器
解
剖 

五 



 

繁
殖
生
理 

一
三 

専
門
科
目 

精
子
生
理 

七 

 

種
付
け
の
理
論 

四 

 

家
畜
人
工
授
精
及
び 

家
畜
人
工
授
精
用
精
液
の
保
存 

一
七 

 

２ 

実
習 区

分 
科

目 

時

間

数 

 

家
畜
の
飼
養
管
理 

四 

 

家
畜
の
審
査 

七 

実
習 

生
殖
器
解
剖 

四 

発
情
鑑
定 

六 

 

精
液
精
子
検
査
法 

八 

 

家
畜
人
工
授
精
及
び 

家
畜
人
工
授
精
用
精
液
の
保
存 

四
五 

五 

講
習
対
象
者 

 

１ 

県
内
の
畜
産
関
係
施
設
で
研
修
を
受
け
て
い
る
者 

 

２ 

公
立
大
学
法
人
県
立
広
島
大
学
の
在
学
生
で
、
学
長
の
推
薦
す
る
者 

 

３ 

広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
の
在
学
生
で
、
学
校
長
の
推
薦
す
る
者 

 

４ 

県
内
の
畜
産
関
係
機
関
及
び
団
体
な
ど
の
勤
務
者
で
、
家
畜
改
良
増
殖
に
関
す
る
業
務
を
行
っ
て
い

る
者 

 

５ 

県
内
に
お
い
て
家
畜
人
工
授
精
業
務
を
行
う
予
定
の
者 

六 

講
習
定
員 

 
 

二
十
人
程
度
（
定
員
に
達
し
次
第
、
受
付
を
終
了
す
る
） 

七 

講
習
手
続 

 

１ 

受
講
願
及
び
履
歴
書
の
提
出
期
限 

 
 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
受
付
時
間
は
、
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
） 

 
 
 

郵
送
の
場
合
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
一
日
（
金
）
必
着
に
て
受
け
付
け
る
。 

 
 
 

た
だ
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
受
講
申
込
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、
そ
の
時
点
で
受
付
を
終
了
す
る
。 

 

２ 

受
講
願
及
び
履
歴
書
の
提
出
先 

 
 
 

広
島
県
農
林
水
産
局
畜
産
課
（
〒
七
三
〇
―
八
五
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号
）
又
は

住
所
地
を
所
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所 



 
 
 

郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
講
習
会
受
講
願
在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。 

 
 
 

な
お
、
前
記
五
２
及
び
３
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
学
長
又
は
学
校
長
が
取
り
ま
と
め
て
提
出

す
る
こ
と
。 

八 

受
講
手
数
料 

 
 

一
万
八
千
二
百
円 

 
 

こ
の
手
数
料
は
、
一
万
八
千
二
百
円
に
相
当
す
る
額
の
現
金
で
手
数
料
納
付
窓
口
に
て
納
め
る
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
こ
の
手
数
料
は
、
県
が
発
す
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
納
付
書
に
よ
る
納

付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
請
窓
口
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
納
付
書
に

よ
り
手
数
料
を
納
付
し
、
払
込
証
明
書
を
受
講
願
に
添
付
す
る
こ
と
。 

 
 

な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。 

九 

受
講
及
び
修
業
試
験
の
免
除 

 
 

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に

よ
っ
て
受
講
及
び
修
業
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
細
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
細

則
別
記
様
式
第
三
号
の
受
講
等
免
除
願
及
び
細
則
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
学
科
目
取
得
証
明
書
を
前
記

七
１
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。 

十 

受
講
者
の
決
定 

 
 

受
講
者
を
決
定
後
、
本
人
に
通
知
す
る
。 

十
一 

合
格
者
の
公
表 

 
 

試
験
実
施
日
か
ら
起
算
し
て
一
か
月
以
内
に
合
格
者
の
氏
名
を
広
島
県
報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
本

人
に
合
格
証
を
交
付
す
る
。 

十
二 

そ
の
他 

 
 

家
畜
伝
染
病
発
生
時
は
、
講
習
会
な
ど
の
開
催
を
中
止
又
は
延
期
す
る
場
合
が
あ
る
。
や
む
を
得
ず
講

習
会
な
ど
を
中
止
し
た
場
合
は
、
受
講
手
数
料
を
返
還
す
る
。
た
だ
し
、
中
止
に
伴
う
受
講
者
の
不
便
、

費
用
そ
の
他
の
個
人
的
損
害
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
。 


